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平成２２年４月１日

福岡地方裁判所　御中

　原 告 訴 訟 代 理 人　　弁　護　士　　　　　　岡 田 基 志

　同　　　　　　　　　　弁　護　士　　　　　　大 口 昭 彦

　　　　　　　　　　　　

　同　　　　　　　　　　弁　護　士　　　　　　松 井 　 武

　　　　　　　　　　　　

　同　　　　　　　　　　弁　護　士　　　　　　休 場 　 明

　　　　　　　　原 告　　　　　　　宮 　 崎 　 　 　 　 学

〒８０３－０８１５

北九州市小倉北区原町一丁目１０番２３号（書類送達場所）

TEL　093-581-1616

FAX　093-582-1571

　　　　　　　　上記原告訴訟代理人

　　　　　　　　　　弁 護 士　　　　　岡 　 田 　 　 基 　 志

〒１０７－００５２

東京都港区赤坂２丁目１４番１３号シャトレ赤坂５階　港合同法律事務所

　　　　　　　　同　弁 護 士　　　　　大 　 口 　 　 昭 　 彦

〒１０７－００５２

東京都港区赤坂２丁目１４番１３号シャトレ赤坂５階　港合同法律事務所

　　　　　　　　同　弁 護 士　　　　　松 　 井 　 　 　 武

〒８２２－００１７



直方市殿町３－２５　きゅうば法律事務所

　　　　　　　　同　弁 護 士　　　　　休 場 　 明

〒８１２－８５７７

福岡市博多区東公園７番７号

　　　　　　　　被 告　　　　　　　福 岡 県

　　　　　　　　代 表 者 知 事 　         麻 生 　 渡

損害賠償請求事件（国家賠償請求事件）

　訴訟物の価額　　　金５，５００，０００円

　貼用印紙額　　　　　　　金３２，０００円

　予納郵券額　　　　　　　　金６，０００円

請 求 の 趣 旨

１　被告は，原告に対し，金５５０万円およびこれに対する訴状送達の日の翌日か

ら支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　訴訟費用は被告の負担とする。

との判決並びに仮執行宣言を求める。

請 求 原 因

第１　当事者

１　原告

　原告は，コミック『実録　激闘ヤクザ伝　四代目会津小鉄　 髙山登

久太郎』（以下，「本件コミック」という）の著者（原作者）である。

　原告の経歴および作家としての著作内容は以下のとおりである。本件コミ

ックを適正に評価する上で，原告の作家活動の概要を理解しておくことが必須と考える

ので，この段階で記載しておく。

    ノンフィクション作家。１９４５年，京都に生まれる。早稲田大学法学部



に進むが，学生運動に没頭して中退。週刊誌記者として活動後，京都に帰って家業の土

建・解体業を継いだが，悪戦苦闘の末に倒産。戦後史の陰の部分と重なる自己の半生を綴

った『突破者－戦後の陰を駆け抜けた五十年』で作家デビューをはたし，ベストセラーに。

ほかに『突破者それから』『不逞者』『血族』『近代の奈落』『叛乱者グラフィティ』など著書多

数。

　　なお，『近代の奈落』は，福岡県筑豊の川筋を中心とした部落解放運動を

「被差別部落からみた近代」というモチーフでルポしたもので，経済学者・評論家西部邁

氏から「宮崎さんの本の中で最も出来が良い。」と高く評価された著作であるが，在日韓国

人の差別問題を取り上げた本件コミックと〈対〉になる著作である。

２　被告

　　被告は，福岡県警察に「同県警察組織犯罪対策課」を設置し，同所属警察官

に公権力を行使せしめているものである。

第２　不法行為の成立

１　事実の経過

　福岡県警察は，平成２１年１２月２１日ころ，同警察組織犯罪対策課長名で，

「暴力団関係書籍，雑誌販売についての協力依頼（要請）」と題する文書（以下，「本文書」

という）を「福岡県コンビニエンスストア等防犯協会」等に送付した。

　　なお，この防犯協会は，所在地も連絡先も公表されておらず，福岡県警との

関係が不明瞭な団体である。

　本文書は，同県警のいう「暴力団関係書籍，雑誌」といった図書の「撤去」

の検討に「特段のご配慮」を要請したものであるが，本文書には，竹書房発行のコミック７

３冊と，月刊誌３冊の撤去書籍リストが添付されていた（同様のものを本訴状の別紙とし

て添付）。

　　このリストには，原告の著作『突破者異聞　鉄(kurogane)― 極道・髙山登

久太郎の軌跡』（徳間書店刊）を原作としたコミック『実録　激闘ヤクザ伝　

四代目会津小鉄　 髙山登久太郎』も含まれていた。



　この要請の直後から，本件コミックを含む上記リスト記載のコミック等の出

版物はコンビニ店頭から撤去された。なお，本件コミック等が具体的に撤去された時期は必

ずしも明らかではないが，ローソンとファミリーマートは，平成２２年早々，以後順次コ

ンビニから，遅くとも平成２２年１月末までには撤去されている。

２　前記組織犯罪対策課長（以下，課長という）の暴力団関係書籍等の指定と撤

去要請は，憲法の規定にも反する違法な行政行為である。

　本文書による本件要請は，一見非権力的な形態を取っていても，公行政作用

である以上，「公権力の行使」に他ならない。

　さらに，本件要請は明らかに〈違法〉である。

　　すなわち，

ア　本件要請に対し，コンビニ店側や出版社側等が，従わざるをえない事情に

あり，事実上の規制となっていること

　　出版業界は，性風俗関係の雑誌等，警察の対応次第では出版に支障が生じ

る可能性のある商品を扱っているため，出版物に対する取り締まりの公権力行使を担当

する警察の意向を無視できないという実情がある。

　　さらにコンビニ業界も，防犯等の面で警察の意向を無視できないし，上記

性風俗関係雑誌の販売が規制されれば，結果，売上減に繋がることになる。

　　本件要請は，このような行政警察＝公権力の行使者という，警察の本来的

優位性を背景として利用している。コンビニ店側等になされた本件コミック等の撤去要請

は，「要請」との形式はとっているものの，事実上の規制（強制）としての性格を有してい

る。

イ　本件要請が，表現の自由・出版の自由を規制するにも関らず，その内容

と方法が憲法２１条に抵触し，違憲・違法といわざるを得ないこと

　　具体的には…

①　前提となる「暴力団関係書籍，雑誌」の定義が不明確である。また，

本件コミックを含むコミック７３冊と月刊誌３冊が，「暴力団関係書籍，雑誌」として

撤去書籍と認定されていが，その根拠も不明確である

    すなわち，



　　まずもって，本件要請の対象である「暴力団関係書籍，雑誌」がいか

なるものを指すのか極めて曖昧で不明確である。

　　さらには，具体的リストが別途添付されているが（訴状添付の撤去書籍

リスト参照），そのリストの作成基準や判断基準はまったく示されていない。すなわち，

誰が，どのような基準で，「暴力団美化」もしくはそれに類する内容であると判断した

のかを示していない。そもそもの要請は「暴力団関係書籍，雑誌」の店頭からの撤去であ

るが，要請の対象たる「暴力団関係書類，雑誌」がいかなるものを指すのか，きわめて

曖昧である。

　　これでは，「以後の著作活動・出版活動」において，如何なる著作・内

容が事実上の規制にかかるのか，全く判断ができず，結果，表現活動の萎縮を招く。つ

まり出版物の販売規制という表現行為の制限に際して，「制限対象が曖昧」であること

は，表現者側の萎縮を招くことになるため，かかる規制自体が違法（違憲）であるこ

とは明らかである。

②　本件要請による規制について，根拠が不明確で手続保障が不十分であ

る

　　　本件要請による「具体的な撤去本リストの書籍」について，如何なる

理由により，他の書籍から選別され，撤去本に該当するとされているのか，不明確で

ある。

③　撤去という規制方法は，表現の事前抑制であり，規制方法も過度と言

わざるを得ない。

　　そもそも本件要請に伴う撤去・取扱不能という状態は，結果，実際に

店頭に並ぶ機会が一度もない（表現行為の内容を一般市民が知る機会が全くない）ま

ま出版・著作物が規制されるという結果を招く。これは，公権力による表現行為の事前

抑制に他ならない。このような，表現機会の全面的な制限は，当該表現行為（規制）に

対する一般市民の評価・批判の機会を奪い，表現行為の是正を表現行為とこれ対する

批判に委ねるという「表現の自由市場性」を奪ってしまう。

　　要請をするとしても，他の適切な手段選択（ビラその他の文書配布等に

よる啓蒙活動等）によって目的を達することも十分に可能と考えられる。



　　あるいは，購入対象の年齢を制限することも考えられよう。

　　このように表現の自由・出版の自由という，基本的人権の中でも最大限

の保障が与えられるべき権利である以上，他の手段が選択可能であるときは，公権力

による制限は，より抑制的な手段を選択すべきである。

④　チェック機関のない不適当な規制

　　　そもそも本件規制は，「要請」という手法によるもののため，法律・条

例等の法的根拠に欠けていると思われる。

　　　さらに司法判断はおろか，第三者機関による審査も経ずに，一担当課長

からの１枚の文書のみで規制が行われている。憲法的要請である告知・聴聞権はまった

く無視されているのである。

　　　これは規制内容の正当性のチェック方法がなく恣意的な規制を阻止でき

ないことを示している。現に原告は，本件コミックの規制に先だって，意見や申立の機

会を与えられたこともない。

⑤　小活

　　以上要するに，本件要請は，その内容が不明確，曖昧である上，方法と

しても過度であり，憲法的保障を無視する違法な行政行為であるといわざるを得ない。

前代未聞の違法行為といっても決して過言ではない。

３　本件コミックの指定は原告の人格権を侵害する不法行為である

　さらには，本文書添付の撤去要請文書リストは，リストアップされている書

籍の選択基準も曖昧で，かつ恣意的である。しかも，内容を確認せずに書籍のタイトルだけ

で「青少年の育成に有害」と一担当課長が判断した可能性が極めて大きい。

　このような恣意的なリストアップ（指定）の結果，原告は，人格権侵害（個

人としての名誉毀損，著作活動の妨害，作家としての信用毀損など全体）により，著しい

精神的苦痛を受けた。すなわち，

ア　本件コミックは，原告の著作『突破者異聞　鉄(kurogane)― 極道・髙山

登久太郎の軌跡』を原作としたものであるが，原告自身も，本件コミックの作成について



プロデュースその他全面的に関与している。

　　本件コミックと原作本は，いずれも，生きるために任侠の世界に身を置か

ざるを得なかった主人公の一生をドキュメンタリー的に描いた作品である。　このテーマ

は，まさに，原告がライフワークとして取り組んでいる「底辺の視点からみた日本近代の

問題」であって，被差別部落の問題を追いかけた冒頭の『近代の奈落』と〈対〉ともなる作品

なのである。

　　　現に，原作本については，新聞の書評でも「在日韓国人として食べるた

めの選択肢がなく，任侠の世界へ踏み込んだいきさつから権力との闘いなど，激動の人

生の場面を丁寧に追っている。一途に生きた男の時空と彼をめぐる人間の絆が浮き彫りに

される。」（平成１４年４月７日東京新聞）と肯定的に紹介されているのである。

　　　これらの購読感想，主人公の生き方に賛否はあるにしても，日本近代の

問題も含んでいるのであり，警察の一担当課長が，安直に「題材がヤクザであるから青少

年に悪影響がある」と決め付け，撤去を要請するリストに挙げる作品等では決してないの

である。内容を検討してリストアップしたとは到底考えられない。仮に検討した上でリス

トアップしたとすれば，悪意ある表現の自由侵害である。

イ　原告は，このようなテーマを追求した原作本と本件コミックについて，「特

に愛着のある作品」との意思を表明しており，今回，福岡県から「有害」とされたことで，

自己の作品を貶められ，著しい精神的苦痛を受けている。

ウ  さらに今後の作家活動への障害も深刻である。すなわち，

　　　いうまでもなく，作家としての業務の中心は，著作物の出版（販売）であ

る。ところが，本件要請による上記のような経過で出版物の販売機会が失われてしまった

ことで，原告は，本件コミックについて著作物の出版継続は著しく困難となった。さらに

は，今後の出版についても，さらなる具体的撤去要請の対象となることが危惧されるた

め，出版社等が萎縮してしまい，原告の執筆活動が著しく困難となる可能性がある。これ

らは，原告の著作活動（業務を）への妨害に他ならない。

４　被告の責任原因

　　

　　　被告の違法行為（不法行為）は，被告が設置した福岡県警察組織犯罪対策課の業務として

なされており，被告は国家賠償法１条１項に基づき，原告の損害に対し，損害賠償義務を負う。



第３　損害

　１　慰謝料　　　金５００万円

　原告は，前記の本件違法行為（不法行為）によって，本件コミックの販売

機会がほとんど全て失われたため，本件コミック販売によって得られたはずの，印税収

入を失うこととなった。また出版業界の萎縮により，今後の出版機会が制約されるという

損害も受ける可能性もある。

　　　実際，原告の作家活動の対象領域は，社会底辺に生きる者を扱うことが多いので，本件要

請等が正当化されるのであれば，以後，原告の作家活動のかなりの部分が規制の影響を受けるこ

とになる。

　 　また，本件コミックは，上述のとおり，原告がライフワークとして取り組

んでいるテーマを追求する作品であり，暴力団関連書籍などという「レッテル」を貼られ，

社会から排斥されるような書物ではない。これらを無視した福岡県警察の本件違法行為に

より自己の名誉・作家としての信用を毀損されると共に，自らのライフワークを不当に

傷つけられるという精神的苦痛も受けた。

　　 　以上のような原告の人格権侵害に伴う精神的苦痛は甚大なものである。これらの諸事情を

総合すれば，原告の損害は金５００万円を下らない。

２　弁護士費用　　金５０万円

　　原告は，被告に対する損害賠償を求めるため，弁護士を委任しての損害賠

償請求訴訟の提起を余儀なくされた。弁護士に対する報酬のうち，金５０万円の範囲につ

いては本件事故と相当因果関係のある損害と認められるべきである。

第４　提訴に至った経過事情等

１　上述の通り，福岡県警察は，平成２１年１２月のコンビニ業界に対する撤去

要請の後，さらに，福岡県警による規制の拡大はエスカレートしている。

２　違法性の部分でも述べているが，出版業界やコンビニ業界は，警察からの圧

力を意識せざるを得ない，いわば劣後的な立場にある。

　　出版業界でいえば，取扱商品の中には性風俗を扱った雑誌等，警察の対応如



何では，販売に大きな支障が生じかねない商品を抱えている。このため，「今回の要請は表

現の自由に対する重大な侵害行為であって，表現行為を業務内容とする業者として，座視

することができない問題である。」との認識を有してはいるものの，上記の他の出版分野で

大きな打撃を受けることを危惧するあまり，警察の疑念のある要請行為に異を唱えること

ができずにいる。

　　個人である原告が，あえて自治体相手に訴訟を提起する決意をしたのも，警

察行政の対象である組織体は本件要請に対して抗議できないという事情が大きな要素とな

っている。そして，規制のエスカレートを防止するためには，規制を放置すべきではないと

も考えている。

　　この結果，原告としては，原告自身が訴訟を提起して本件要請の違法性を争

うしかないと考えたのである。

第５　結論

以上から，原告は，被告に対し，上記損害賠償債務の金５００万円と弁護士費用の金５０万円

の合計金５５０万円，および，これに対する民法所定年５分の割合による遅延損害金を支払う

ことを求め本訴訟に及んだ。

〈訴状別紙〉

　撤去書籍等リスト

証 拠 方 法

甲第１号証の１および２　暴力団関係書籍，雑誌販売についての協力依頼（要請）その他，必要

に応じて提出する。

添 付 書 類



１    甲第１号証写し          各１通

２　　委任状　　　　　　　　　　４通

以上。


